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(57)【要約】
【課題】車両のユーザが携帯する携帯電話機の電話番号
の情報を利用してユーザ毎に充電に対する課金を行う技
術において、充電に対する課金対象が適正に選ばれない
可能性を低減する。
【解決手段】ユーザは、携帯電話機１の電話番号がエン
コードされた二次元コードを携帯電話機１の表示部１２
に表示させて充電器４の読取部３２にかざす。充電器４
は、読取部３２が読み取った二次元コードをデコードし
て携帯電話機１の電話番号を取得して電話番号メモリ３
３に記録する。またユーザは、携帯電話機１を用いて充
電器４に電話をかける。充電器４は、呼接続要求を受信
したことに基づいて、呼接続要求に含まれる電話番号と
読取部３２に記録されている電話番号とを照合する。そ
して、両者が一致する場合、車両８への充電を許可する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話とは別の所定の伝達方法で第１の電話番号を取得する取得手段（２２０）と、
　前記取得手段が取得した前記第１の電話番号をメモリ（３３）に記録する記録手段（２
４５）と、
　電話の呼接続要求を受信したことに基づいて、前記呼接続要求に含まれる第２の電話番
号と前記メモリに記録されている前記第１の電話番号とを照合して両者が一致するか否か
を判定する照合判定手段（２９０、３０５）と、
　両者が一致していると前記照合判定手段が判定したことに基づいて、車両（８）への充
電を許可すると共に前記第１の電話番号に対する課金処理を行い、両者が一致していない
と前記照合判定手段が判定したことに基づいて、前記車両への充電を禁止する充電制御手
段（３２５、３５０、３５５）と、を備えた充電器。
【請求項２】
　前記両者が一致していないと前記照合判定手段が判定したことに基づいて、前記第２の
電話番号の電話機にエラーを通知するための処理を行うエラー通知手段（３１０）を備え
たことを特徴とする請求項１に記載の充電器。
【請求項３】
　前記両者が一致していると前記照合判定手段が判定したことに基づいて、前記メモリに
格納された前記第１の電話番号を消去する消去手段（３２８）を備えたことを特徴とする
請求項１または２に記載の充電器。
【請求項４】
　前記照合判定手段は、前記両者が一致していないと判定したことに基づいて、前記メモ
リに格納された前記第１の電話番号を消去せず保持することを特徴とする請求項１ないし
３のいずれか１つに記載の充電器。
【請求項５】
　二次元コードを読み取る読取部（３２）を備え、
　前記所定の伝達方法は、前記読取部によって読み取られた二次元コードをデコードする
ことを含む方法であることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１つに記載の充電器
。
【請求項６】
　車両（８）に充電を行う充電器（４）と、
　サービス提供サーバ（６）と、を備えた充電管理システムであって、
　前記充電器は、電話とは別の所定の伝達方法で第１の電話番号を取得してメモリ（３３
）に記録し、
　前記サービス提供サーバは、ユーザが携帯する携帯電話機（１）の電話番号である第２
の電話番号を送信元電話番号として含み、前記充電器の電話番号を宛先電話番号として含
む呼接続要求を受信したことに基づいて、前記呼接続要求を前記充電器に転送し、
　前記充電器は、前記サービス提供サーバによって転送された前記呼接続要求を受信した
ことに基づいて、前記呼接続要求に含まれる前記第２の電話番号と前記メモリに記録され
ている前記第１の電話番号とを照合して両者が一致するか否かを判定し、両者が一致して
いると前記照合判定手段が判定したことに基づいて、前記車両への充電を許可すると共に
前記第１の電話番号に対する課金処理を行い、両者が一致していないと前記照合判定手段
が判定したことに基づいて、前記車両への充電を禁止することを特徴とする充電管理シス
テム。
【請求項７】
　二次元コードサーバ（２）と、電話番号管理サーバ（５）とを備え、
　前記二次元コードサーバは、前記携帯電話機から前記第１の電話番号の情報を受信し、
受信した前記第１の電話番号を含む登録確認を前記電話番号管理サーバに送信し、
　前記電話番号管理サーバは、前記登録確認を受信したことに基づいて、受信した前記登
録確認に含まれる前記第１の電話番号が自機に登録されているかを確認し、確認の結果と
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しての登録有無を前記二次元コードサーバに送信し、
　前記二次元コードサーバは、前記登録有無を受信すると、受信した前記登録有無の内容
に従って、前記第１の電話番号が前記電話番号管理サーバに登録されているか否かを判定
し、登録されている場合、前記第１の電話番号をエンコードして二次元コードを作成して
前記携帯電話機に送信し、登録されていない場合、前記第１の電話番号をエンコードせず
、
　前記所定の伝達方法は、前記第１の電話番号がエンコードされた二次元コードを前記携
帯電話機が表示し、表示された二次元コードを前記充電器が読み取ってデコードすること
を含む方法であることを特徴とする請求項６に記載の充電管理システム。
【請求項８】
　電話とは別の所定の伝達方法で情報を取得する取得手段（２２０）と、
　前記取得手段が取得した情報が電話番号を含むか否かを判定する電話番号判定手段（２
２５）と、
　前記取得手段が取得した情報が電話番号を含むと前記電話番号判定手段が判定したこと
に基づいて、車両（８）への充電を行うために前記車両に接続する部材である充電ガン（
４２）のロックを解除するロック解除手段（２４０）と、
　電話の呼が確立したことに基づいて、前記充電ガンが接続された前記車両への充電を許
可する充電制御手段（３２５、３５０、３５５）と、を備えた充電器。
【請求項９】
　二次元コードを読み取る読取部（３２）を備え、
　前記所定の伝達方法は、前記読取部によって読み取られた二次元コードをデコードする
ことを含む方法であることを特徴とする請求項８に記載の充電器。
【請求項１０】
　車両（８）に充電を行う充電器（４）と、
　サービス提供サーバ（６）と、を備えた充電管理システムであって、
　前記充電器は、電話とは別の所定の伝達方法で取得した情報が電話番号を含むことに基
づいて、前記車両への充電を行うために前記車両に接続する部材である充電ガン（４２）
のロックを解除し、
　前記サービス提供サーバは、ユーザが携帯する携帯電話機（１）の電話番号である第２
の電話番号を送信元電話番号として含む呼接続要求を受信したことに基づいて、前記呼接
続要求を前記充電器に転送し、
　前記充電器は、前記サービス提供サーバによって転送された前記呼接続要求を受信して
呼が確立したことに基づいて、前記車両への充電を許可することを特徴とする充電管理シ
ステム。
【請求項１１】
　二次元コードサーバ（２）と、電話番号管理サーバ（５）とを備え、
　前記二次元コードサーバは、前記携帯電話機から前記第１の電話番号の情報を受信し、
受信した前記第１の電話番号を含む登録確認を前記電話番号管理サーバに送信し、
　前記電話番号管理サーバは、前記登録確認を受信したことに基づいて、受信した前記登
録確認に含まれる前記第１の電話番号が自機に登録されているかを確認し、確認の結果と
しての登録有無を前記二次元コードサーバに送信し、
　前記二次元コードサーバは、前記登録有無を受信すると、受信した前記登録有無の内容
に従って、前記第１の電話番号が前記電話番号管理サーバに登録されているか否かを判定
し、登録されている場合、前記第１の電話番号をエンコードして二次元コードを作成して
前記携帯電話機に送信し、登録されていない場合、前記第１の電話番号をエンコードせず
、
　前記所定の伝達方法は、前記第１の電話番号がエンコードされた二次元コードを前記携
帯電話機が表示し、表示された二次元コードを前記充電器が読み取ってデコードすること
を含む方法であることを特徴とする請求項１０に記載の充電管理システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用の充電器および充電管理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、車両の充電を行う際に、車両のユーザが携帯する携帯電話機の電話番
号の情報を利用して、ユーザ毎に充電に対する課金を行う技術が開示されている。具体的
には、特許文献１に記載のシステムでは、充電器に固有の電話番号が割り当てられており
、ユーザは、当該充電器で充電を行う前に、自分の携帯電話機から当該充電器の電話番号
に電話をかける。これにより、呼接続要求が携帯電話機から送信され、サービス提供装置
を介して充電器に届き、呼が確立する。呼が確立すると、充電器から車両への充電が始ま
る。そして、サービス提供装置は、上記呼接続要求に含まれる送信元電話番号（すなわち
、携帯電話機の電話番号）に対応付けて、充電器から車両への充電に対する課金情報を記
録する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－９６１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、発明者の検討によれば、上記のような技術には２つの問題点がある。まず第１
に、上記ユーザが充電を開始しようとするタイミングで、他者が間違ってこの充電器に電
話をかけた場合、この他者が使用する電話機の電話番号に対応付けて課金情報が記録され
てしまう可能性がある。つまり、充電に対する課金対象が適正に選ばれない可能性がある
。
【０００５】
　第２に、充電時には充電器の一部である充電ガンを車両に接続するが、子供等がいたず
ら目的でこの充電ガンを扱う（例えば振り回す）ことを防止するため、呼が確立して初め
て充電ガンのロックを解除してホルダから取り外し可能にすることが考えられる。
【０００６】
　しかし、このようにすると、ユーザが充電器に電話をかけてから呼が確立するまでの期
間（例えば回線状況によっては約１０秒間）、ユーザは充電ガンの取り外しを行えず待ち
ぼうけ状態となり、時間の無駄が発生する。
【０００７】
　本発明は上記点に鑑み、車両のユーザが携帯する携帯電話機の電話番号の情報を利用し
てユーザ毎に充電に対する課金を行う技術において、充電に対する課金対象が適正に選ば
れない可能性を低減することを第１の目的とする。また、ユーザが充電器に電話をかけて
から呼が確立するまでの期間における時間の無駄を低減することを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための請求項１に記載の発明は、電話とは別の所定の伝達方法で第
１の電話番号を取得する取得手段（２２０）と、前記取得手段が取得した前記第１の電話
番号をメモリ（３３）に記録する記録手段（２４５）と、電話の呼接続要求を受信したこ
とに基づいて、前記呼接続要求に含まれる第２の電話番号と前記メモリに記録されている
前記第１の電話番号とを照合して両者が一致するか否かを判定する照合判定手段（２９０
、３０５）と、両者が一致していると前記照合判定手段が判定したことに基づいて、車両
（８）への充電を許可すると共に前記第１の電話番号に対する課金処理を行い、両者が一
致していないと前記照合判定手段が判定したことに基づいて、前記車両への充電を禁止す
る充電制御手段（３２５、３５０、３５５）と、を備えた充電器である。
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【０００９】
　このように、充電器は、電話とは別の所定の伝達方法で取得した第１の電話番号と、呼
接続要求に含まれる第２の電話番号が一致したことに基づいて充電を許可し、一致しない
ことに基づいて充電を禁止する。
【００１０】
　このようになっていることで、仮に、ユーザが充電を開始しようとするタイミングで、
他者が間違ってこの充電器に電話をかけた場合でも、当該ユーザが上記所定の伝達方法で
自分の携帯電話機の電話番号（第１の電話番号）を充電器に伝達していれば、充電が禁止
される。なぜなら、充電器が受信した呼接続要求に含まれる第２の電話番号（他者が使用
した電話機の電話番号）と第１の電話番号とが一致しないからである。したがって、充電
に対する課金対象が適正に選ばれない可能性が低減される。
【００１１】
　また、請求項６に記載の発明は、車両（８）に充電を行う充電器（４）と、サービス提
供サーバ（６）と、を備えた充電管理システムであって、前記充電器は、電話とは別の所
定の伝達方法で第１の電話番号を取得してメモリ（３３）に記録し、前記サービス提供サ
ーバは、ユーザが携帯する携帯電話機（１）の電話番号である第２の電話番号を送信元電
話番号として含み、前記充電器の電話番号を宛先電話番号として含む呼接続要求を受信し
たことに基づいて、前記呼接続要求を前記充電器に転送し、前記充電器は、前記サービス
提供サーバによって転送された前記呼接続要求を受信したことに基づいて、前記呼接続要
求に含まれる前記第２の電話番号と前記メモリに記録されている前記第１の電話番号とを
照合して両者が一致するか否かを判定し、両者が一致していると前記照合判定手段が判定
したことに基づいて、前記車両への充電を許可すると共に前記第１の電話番号に対する課
金処理を行い、両者が一致していないと前記照合判定手段が判定したことに基づいて、前
記車両への充電を禁止することを特徴とする充電管理システムである。
【００１２】
　このようになっていることで、仮に、ユーザが充電を開始しようとするタイミングで、
他者が間違ってこの充電器に電話をかけた場合でも、当該ユーザが上記所定の伝達方法で
自分の携帯電話機の電話番号（第１の電話番号）を充電器に伝達していれば、充電が禁止
される。なぜなら、充電器が受信した呼接続要求に含まれる第２の電話番号（他者が使用
した電話機の電話番号）と第１の電話番号とが一致しないからである。したがって、充電
に対する課金対象が適正に選ばれない可能性が低減される。
【００１３】
　また、請求項８に記載の発明は、電話とは別の所定の伝達方法で情報を取得する取得手
段（２２０）と、前記取得手段が取得した情報が電話番号を含むか否かを判定する電話番
号判定手段（２２５）と、前記取得手段が取得した情報が電話番号を含むと前記電話番号
判定手段が判定したことに基づいて、車両（８）への充電を行うために前記車両に接続す
る部材である充電ガン（４２）のロックを解除するロック解除手段（２４０）と、電話の
呼が確立したことに基づいて、前記充電ガンが接続された前記車両への充電を許可する充
電制御手段（３２５、３５０、３５５）と、を備えた充電器。
【００１４】
　このようになっていることで、ユーザが自分の携帯電話機で充電器に電話をかける前ま
たはすぐ後に、自分の携帯電話機の電話番号（第１の電話番号）を充電器に伝達すれば、
充電ガンのロックが解除する。これにより、ユーザは、充電器に電話をかけてから呼が確
立するまでの期間に、充電ガンを車両に接続する作業を行うことができるので、時間の無
駄を低減できる。
【００１５】
　また、請求項１０に記載の発明は、車両（８）に充電を行う充電器（４）と、サービス
提供サーバ（６）と、を備えた充電管理システムであって、前記充電器は、電話とは別の
所定の伝達方法で取得した情報が電話番号を含むことに基づいて、前記車両への充電を行
うために前記車両に接続する部材である充電ガン（４２）のロックを解除し、前記サービ
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ス提供サーバは、ユーザが携帯する携帯電話機（１）の電話番号である第２の電話番号を
送信元電話番号として含む呼接続要求を受信したことに基づいて、前記呼接続要求を前記
充電器に転送し、前記充電器は、前記サービス提供サーバによって転送された前記呼接続
要求を受信して呼が確立したことに基づいて、前記車両への充電を許可することを特徴と
する充電管理システムである。
【００１６】
　このようになっていることで、ユーザが自分の携帯電話機で充電器に電話をかける前ま
たはすぐ後に、自分の携帯電話機の電話番号（第１の電話番号）を充電器に伝達すれば、
充電ガンのロックが解除する。これにより、ユーザは、充電器に電話をかけてから呼が確
立するまでの期間に、充電ガンを車両に接続する作業を行うことができるので、時間の無
駄を低減できる。
【００１７】
　なお、上記および特許請求の範囲における括弧内の符号は、特許請求の範囲に記載され
た用語と後述の実施形態に記載される当該用語を例示する具体物等との対応関係を示すも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る充電管理システムの構成図である。
【図２】充電管理システムの作動を示すシーケンス図である。
【図３】充電管理システムの作動を示すシーケンス図である。
【図４】充電管理システムの作動を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態について説明する。図１に示すように、本実施形態の充電管
理システム１００は、車両８に充電を行うためのシステムであり、携帯電話機１、二次元
コードサーバ２、充電器４、電話番号管理サーバ５、サービス提供サーバ６を含んでいる
。電話番号管理サーバ５およびサービス提供サーバ６は、例えば、電話事業者によって運
営されるサーバである。
【００２０】
　携帯電話機１は、車両８のユーザによって携帯される電話機であり、通信部１１、表示
部１２、電話番号メモリ１３、操作部１４、制御部１５を有している。通信部１１は、広
域通信ネットワーク７（インターネット、ＩＰ電話網）等を介して電話通信およびデータ
通信を行うための周知の通信インターフェースである。表示部１２は、文字および画像を
表示するための画像表示装置と音声を出力するための音声出力装置を有している。電話番
号メモリ１３は、電話番号等のデータを格納するためのメモリ（例えば不揮発性のフラッ
シュメモリ）である。操作部１４は、ユーザの操作を直接受け付けるための部材であり、
例えば、メカニカルボタン、タッチパネル等を有する。制御部１５は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、フラッシュメモリ等を備え、ＣＰＵがＲＯＭおよびフラッシュメモリに記録され
たプログラムを実行し、その実行の差異にＲＡＭおよびフラッシュメモリを作業領域とし
て使用する。
【００２１】
　二次元コードサーバ２は、携帯電話機１の電話番号の２次元コード（例えばＱＲコード
（登録商標）、以下同様）を携帯電話機１に送信する装置であり、通信部２１および制御
部２２を有している。通信部１１は、広域通信ネットワーク７を介して携帯電話機１、電
話番号管理サーバ５等とデータ通信するための周知の通信インターフェースである。制御
部２２は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等を備え、ＣＰＵがＲＯＭおよび
フラッシュメモリに記録されたプログラムを実行し、その実行の差異にＲＡＭおよびフラ
ッシュメモリを作業領域として使用する。
【００２２】
　充電器４は、駐車場等に設置され、車両８の走行用バッテリに充電を行う装置であり、
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充電部４ａおよび充電器制御装置３を有している。車両８は、電気モータが発生した駆動
力を走行動力源として走行する車両（例えば、プラグインハイブリッド車両、電気自動車
）であり、走行用バッテリは、当該電気モータの動力源となる二次電池である。
【００２３】
　充電部４ａは、図示しない商用電力源から供給される電力を用いて車両８に充電を行う
設備を有する装置であり、充電ケーブル４１、充電ガン４２、ホルダ４３、ロック機構４
４を有している。充電ケーブル４１は、車両８に電力を伝える電力線およびそれを覆う被
覆である。充電ガン４２は、充電ケーブル４１の車両８側の先端に接続され、車両８の図
示しない充電口に嵌合することで、車両８の走行用バッテリと充電ケーブル４１の電力線
を電気的に接続する。
【００２４】
　ホルダ４３は、充電ガン４２を保持して収納するための部材である。充電ガン４２は、
不使用時にはこのホルダ４３に保持および収納されており、使用時にはホルダ４３から取
り外される。
【００２５】
　ロック機構４４は、ホルダ４３に保持および収納されている充電ガン４２をロックする
ことで、充電ガン４２をホルダ４３から取り出せなくする機構である。またロック機構４
４は、ロックを解除することで、充電ガン４２をホルダ４３から取り出せるようにする機
構でもある。ロック機構４４の具体的な構造は、制御部３４によって制御されて自動的に
作動するものならば、周知のどのようなものを用いてもよい。
【００２６】
　充電制御装置３は、充電部４ａを制御する装置であり、通信部３１、読取部３２、電話
番号メモリ３３、制御部３４を有している。
【００２７】
　通信部３１は、広域通信ネットワーク７等を介して電話通信およびデータ通信を行うた
めの周知の通信インターフェースである。電話通信としては、例えば、ＳＩＰ（Session 
Initiation Protocol）を用いたＶｏＩＰ通信を用いた電話通信を採用する。
【００２８】
　読取部３２は、２次元コードを読み取る装置（例えばカメラ）である。電話番号メモリ
３３は、電話番号等を記録するメモリである。制御部３４は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、
フラッシュメモリ等を備え、ＣＰＵがＲＯＭおよびフラッシュメモリに記録されたプログ
ラムを実行し、その実行の際にＲＡＭおよびフラッシュメモリを作業領域として使用する
。
【００２９】
　電話番号管理サーバ５は、電話番号の登録の管理を行うサーバであり、通信部５１、電
話番号管理ＤＢ５２、制御部５３を有している。通信部５１は、広域通信ネットワーク７
を介して二次元コードサーバ２、サービス提供サーバ６等と通信を行うための周知の通信
インターフェースである。電話番号管理ＤＢ５２は、充電器４を利用可能なユーザの携帯
電話機の電話番号が登録された記憶媒体を含むデータベースである。
【００３０】
　制御部５３は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等を備え、ＣＰＵがＲＯＭ
およびフラッシュメモリに記録されたプログラムを実行し、その実行の際にＲＡＭおよび
フラッシュメモリを作業領域として使用する。
【００３１】
　サービス提供サーバ６は、ＩＰ電話網における呼制御装置（具体的にはＳＩＰサーバ）
の機能を有すると共に、充電器４を用いた充電に対する課金処理を行う装置であり、通信
部６１、課金情報メモリ６２、制御部６３を有している。
【００３２】
　通信部６１は、広域通信ネットワーク７等を介して電話通信およびデータ通信を行うた
めの周知の通信インターフェースである。電話通信としては、例えば、ＳＩＰ（Session 



(8) JP 2016-157256 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

Initiation Protocol）を用いたＶｏＩＰ通信を用いた電話通信を採用する。課金情報メ
モリ６２は、課金情報が記録されるメモリ（例えば不揮発性のフラッシュメモリ）である
。制御部６３は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等を備え、ＣＰＵがＲＯＭ
およびフラッシュメモリに記録されたプログラムを実行し、その実行の際にＲＡＭおよび
フラッシュメモリを作業領域として使用する。
【００３３】
　以下、上記のような構成の充電管理システム１００の作動について説明する。以下、制
御部１５、制御部２２、制御部３４、制御部５３、制御部６３が広域通信ネットワーク７
を介して行う送信および受信は、それぞれ、通信部１１、通信部２１、通信部３１、通信
部５１、通信部６１を介して行う。
【００３４】
　（１）電話番号の二次元コード化
　まず、充電器４を使用するユーザは、所有する携帯電話機１に対して二次元コード化ア
プリの起動操作を、操作部１４に対して行う（ステップ１０５）。携帯電話機１の制御部
１５は、この起動操作があると、二次元コード化アプリを起動する（ステップ１００）。
そして携帯電話機１の制御部１５は、二次元コード化アプリの作動として、エンコード要
求を広域通信ネットワーク７を介して二次元コードサーバ２に送信する（ステップ１１５
）。
【００３５】
　二次元コードサーバ２の制御部２２は、広域通信ネットワーク７を介してこのエンコー
ド要求を受信すると、電話番号要求をエンコード要求の送信元である携帯電話機１に送信
する（ステップ１２０）。
【００３６】
　携帯電話機１の制御部１５は、広域通信ネットワーク７を介してこの電話番号要求を受
信すると、自機の電話番号を自機の電話番号メモリ１３から読み出し、読み出した電話番
号を、広域通信ネットワーク７を介して二次元コードサーバ２に送信する。
【００３７】
　二次元コードサーバ２は、広域通信ネットワーク７を介してこの電話番号を受信すると
、受信した電話番号を含む登録確認を、広域通信ネットワーク７を介して電話番号管理サ
ーバ５に送信する。
【００３８】
　電話番号管理サーバ５の制御部５３は、広域通信ネットワーク７を介してこの登録確認
を受信すると、受信した登録確認に含まれる電話番号が電話番号管理ＤＢ５２に登録され
ているかを確認する（ステップ１３５）。そして制御部５３は、この確認の結果としての
登録有無を、広域通信ネットワーク７を介して二次元コードサーバ２（登録確認の送信元
）に送信する（ステップ１４０）。
【００３９】
　二次元コードサーバ２の制御部２２は、広域通信ネットワーク７を介してこの登録有無
を受信すると、受信した登録有無の内容に従って、携帯電話機１の電話番号（携帯電話機
１から受信した電話番号）が電話番号管理サーバ５の電話番号管理ＤＢ５２に登録されて
いるか否かを判定する（ステップ１４５）。
【００４０】
　登録されていないと判定した場合、制御部２２は、登録無しの回答を、広域通信ネット
ワーク７を介して携帯電話機１に送信する（ステップ１５０）。携帯電話機１の制御部１
５は、広域通信ネットワーク７を介して、登録無しの回答を受信すると、登録無しの旨を
示すエラー表示を表示部１２に行い（ステップ１５５）、その後、二次元コードを表示部
１２に表示することなく、二次元コード化アプリを終了する。
【００４１】
　なお、図２～図４に実線で表された事例では、携帯電話機１の電話番号は電話番号管理
ＤＢ５２に登録されているとする。登録されていると判定した場合、制御部２２は、携帯
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電話機１から受信した電話番号を二次元コードにエンコードし（ステップ１６０）、エン
コードした二次元コードを携帯電話機１に送信する（ステップ１６５）。
【００４２】
　携帯電話機１の制御部１５は、広域通信ネットワーク７を介してこの二次元コードを受
信すると、受信した二次元コードを電話番号メモリ１３に格納する（ステップ１７０）。
その後、携帯電話機１は二次元コード化アプリを終了する。
【００４３】
　このように、携帯電話機１は、二次元コードサーバ２および電話番号管理サーバ５を利
用することで、自機の電話番号がエンコードされてできた二次元コードをメモリに記憶す
る。
【００４４】
　また、二次元コードサーバ２は、携帯電話機１から受信した電話番号を無条件で二次元
コードにエンコードするのではなく、電話番号管理ＤＢ５２に当該電話番号が登録されて
いる場合を選んで、電話番号を二次元コードにエンコードして携帯電話機１に送信する。
このようになっていることで、電話番号管理ＤＢ５２に登録されていない電話番号が例え
ばいたずらで二次元コードサーバ２に送信されたとしても、二次元コードサーバ２は当該
電話番号をエンコードしないので、二次元コードサーバ２の処理負荷を低減することがで
きる。
【００４５】
　（２）認証Ａ：充電開始準備のための認証
　図３の作動が終わった後、充電器４は使用中でないとする。その場合、安全のため、い
たずらで充電ガン４２がホルダ４３から取り出されないよう、ロック機構４４が充電ガン
４２をロックした状態となっている。
【００４６】
　このとき、充電器４を使用するユーザ（車両８を所有し、携帯電話機１を携帯するユー
ザ）は、操作部１４を用いて、携帯電話機１の表示部に二次元コードを表示させるための
操作を行う（ステップ２０５）。
【００４７】
　携帯電話機１の制御部１５は、この操作があると、上述のステップ１７０で電話番号メ
モリ１３に格納しておいた二次元コード（自機の電話番号を示す二次元コード）を表示部
１２に画像で表示させる（ステップ２１０）。
【００４８】
　ユーザは、この二次元コードが表示部１２に画像で表示されると、表示された二次元コ
ードを充電器制御装置３の読取部３２にかざす（ステップ２１５）。この行為は、ユーザ
が充電開始のために充電器４に対して行う最初の操作である。
【００４９】
　充電器制御装置３の読取部３２は、かざされた二次元コードを読み取って画像データと
して制御部３４に出力し、制御部３４はこの二次元コードをデコードする（ステップ２２
０）。デコードの結果、二次元コードによって表される文字列を取得する。本事例では、
この二次元コードは携帯電話機１の電話番号（第１の電話番号の一例に相当する）がエン
コードされてできた二次元コードなので、デコードによって携帯電話機１の電話番号を取
得する。
【００５０】
　続いて制御部３４は、デコードした結果の文字列に、携帯電話機に特有の電話番号の体
系を持った数字列が含まれるか否か判定する（ステップ２２５）。携帯電話機特有の電話
番号の体系を持った数字列が含まれるか否かは、例えば、０７０、０８０、または０９０
から始まる１１桁の数字列が、デコードした結果の文字列に含まれるか否かで判定しても
よい。
【００５１】
　本事例では、携帯電話機特有の電話番号の体系を持った数字列が含まれると判定するこ
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とになるが、仮に携帯電話機特有の電話番号の体系を持った数字列が含まれないと判定し
た場合は、制御部３４は、広域通信ネットワーク７を介してエラー通知を携帯電話機１に
送信する（ステップ２３０）。携帯電話機１の制御部１５は、広域通信ネットワーク７を
介してこのエラー通知を受信すると、エラー表示を表示部１２に行う（ステップ２３５）
。この場合は、制御部３４は充電ガン４２のロック解除を行わない。
【００５２】
　これに対し、本事例の場合、二次元コードをデコードして得たのは携帯電話機１の電話
番号なので、制御部３４は、ステップ２２５で携帯電話機特有の電話番号の体系を持った
数字列が含まれると判定する。その場合制御部３４は、ロック機構４４を制御して充電ガ
ン４２のロックを解除する（ステップ２４０）。これにより、ユーザは充電ガン４２をホ
ルダ４３から取り外すことができるようになる。更に制御部３４は、デコードして得た電
話番号（携帯電話機１の電話番号）を電話番号メモリ３３に記録する（ステップ２４５）
。
【００５３】
　このようになっていることで、ユーザが自分の携帯電話機で充電器に電話をかける前ま
たはすぐ後に、自分の携帯電話機の電話番号（第１の電話番号）を充電器に伝達すれば、
充電ガンのロックが解除する。これにより、ユーザは、充電器に電話をかけてから呼が確
立するまでの期間に、充電ガンを車両に接続する作業を行うことができるので、時間の無
駄を低減できる。
【００５４】
　また、いたずら目的で充電ガン４２をホルダ４３から取り外すこともある程度防止でき
る。具体的には、いたずらの企図者が読取部３２に二次元コードをかざさずに単純に充電
ガン４２をホルダ４３から取り外そうとしても、ロック機構４４がロックを解除していな
いので、充電ガン４２を取り外せない。また、いたずらの企図者が、携帯電話機の電話番
号を含まない文字列からエンコードされた二次元コードをかざしても、ロック機構４４が
ロックを解除していないので、充電ガン４２を取り外せない。なお、悪意の企図者が、携
帯電話機の電話番号を含む字列からエンコードされた二次元コードをかざした場合、ロッ
ク機構４４がロックを解除して充電ガン４２が取り外し可能になるが、このような行為は
既に単純ないたずらの域を超えている。
【００５５】
　（３）電話発信
　一方、ユーザは、表示部１２に表示された二次元コードを読取部３２にかざして充電ガ
ン４２のロックが解除された後、充電器４の電話番号へ発信するための発信操作を操作部
１４に対して行う（ステップ２５０）。
【００５６】
　充電器４の電話番号を携帯電話機１に入力する方法は、ユーザが操作部１４を操作して
当該電話番号の数字列を直接手入力してもよい。あるいは、充電器４に充電器４の電話番
号がエンコードされた二次元コードが貼り付けられていれば、当該２次元コードを携帯電
話機１のカメラ（図示せず）に撮影させるようユーザが携帯電話機１を操作することで、
当該電話番号を入力してもよい。この場合、携帯電話機１の制御部１５は、撮影された二
次元コードをデコードすることで当該充電器４の電話番号を取得する。
【００５７】
　携帯電話機１の制御部１５は、この発信操作が行われると、入力された充電器４の電話
番号へ発信を行う。具体的には、送信元電話番号（携帯電話機１の電話番号）と宛先電話
番号（充電器４の電話番号）とを含む呼接続要求を、広域通信ネットワーク７（より具体
的にはＩＰ電話網）に送信する（ステップ２５５）。
【００５８】
　この発信に対する着信（呼の確立）を待つ間、ユーザはロック解除された充電ガン４２
をホルダ４３から取り外し、車両８の充電口に差し込む作業を行う。またこの間、充電に
関連する他の操作をユーザが行ってもよい。このような他の操作は、普通は充電ガン４２
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のロックが解除されて初めて制御部３４が可能化する操作であり、例えば、充電器４に対
して行う充電方法（例えば充電時間）の指定操作などがある。
【００５９】
　このように、発信してから着信するまでの間において既に充電ガン４２を取り外し可能
となっていることにより、ユーザが何もできずに着信を待たなくても済む。この結果、充
電操作をより早く終わらせることができる。
【００６０】
　（４）認証Ｂ：充電および課金のための認証
　サービス提供サーバ６では、制御部６３が、上記のように携帯電話機１から送信された
呼接続要求を広域通信ネットワーク７（より具体的にはＩＰ電話網）を介して受信する。
そして制御部６３は、このように呼接続要求を受信すると、受信した呼接続要求中の送信
元電話番号（本事例では携帯電話機１の電話番号）を含む電話番号登録確認を、広域通信
ネットワーク７を介して、電話番号管理サーバ５に送信する（ステップ２５５）。
【００６１】
　電話番号管理サーバ５の制御部５３は、広域通信ネットワーク７を介してこの電話番号
登録確認を受信すると、受信した登録確認に含まれる電話番号が電話番号管理ＤＢ５２に
登録されているかを確認する（ステップ１３５）。そして制御部５３は、この確認の結果
としての登録有無を、広域通信ネットワーク７を介してサービス提供サーバ６（登録確認
の送信元）に送信する（ステップ２６５）。
【００６２】
　サービス提供サーバ６の制御部６３は、この登録有無の情報を受信すると、受信した登
録有無の内容に従って、送信元電話番号（本事例では携帯電話機１の電話番号）が電話番
号管理サーバ５の電話番号管理ＤＢ５２に登録されているか否かを判定する（ステップ２
７０）。
【００６３】
　本事例とは異なるが、登録されていないと判定した場合は、制御部６３は、エラー通知
を広域通信ネットワーク７を介して携帯電話機１に送信する（ステップ２７５）。この場
合、制御部６３は、呼接続要求を充電制御装置３に送信しない。携帯電話機１の制御部１
５は、広域通信ネットワーク７を介して上記エラー通知を受信すると、エラー表示を表示
部１２に行わせる（ステップ２８０）。
【００６４】
　これに対し本事例では、携帯電話機１の電話番号は電話番号管理ＤＢ５２に登録されて
いるので、制御部６３は、ステップ２７０で登録されていると判定する。この場合、制御
部６３は続いて、携帯電話機１から受信した呼接続要求を、広域通信ネットワーク７を介
して充電器制御装置３に転送する（ステップ２８５）。
【００６５】
　充電器制御装置３は、この呼接続要求を受信すると、受信した呼接続要求に含まれる送
信元電話番号（第２の電話番号の一例に相当する）と、電話番号メモリ３３に含まれる電
話番号（第１の電話番号の一例に相当する）とを照合する（ステップ２９０）。
【００６６】
　本事例では、送信元電話番号は携帯電話機１の電話番号である。また本事例では、電話
番号メモリ３３に含まれる電話番号は、携帯電話機１の表示部１２に表示された二次元コ
ードからデコードされた電話番号なので、やはり同じ携帯電話機１の電話番号である。
【００６７】
　続いて制御部３４は、ステップ２９０の照合の結果、受信した呼接続要求に含まれる送
信元電話番号と、電話番号メモリ３３に含まれる電話番号とが一致するか否かを判定する
（ステップ３０５）。
【００６８】
　一致するということは、今現在充電する意思を確かに持って２次元コードを充電器制御
装置３に読み取らせて認証させて充電ガンを取り外したユーザの電話番号と、送信元電話
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番号とが、一致するということである。
【００６９】
　本事例とは異なり、充電ガンを取り外したユーザ以外の誰かが間違って充電器４に電話
をかけた場合、偶然そのタイミングで着信した送信元電話番号（他ユーザの電話番号）は
、電話番号メモリ３３に含まれる電話番号と一致しない。制御部３４は、一致しないと判
定した場合は、広域通信ネットワーク７（具体的はＩＰ電話網）を介して、エラー応答を
サービス提供サーバ６に送信する（ステップ３１０）。この場合は、後述するステップ３
５５に進まないので、車両８への充電が禁止される（すなわち、充電を行わない）ことに
なる。
【００７０】
　サービス提供サーバ６の制御部６３は、広域通信ネットワーク７を介してこのエラー応
答を受信すると、広域通信ネットワーク７（具体的はＩＰ電話網）を介して携帯電話機１
に転送する（ステップ３１５）。携帯電話機１の制御部１５は、広域通信ネットワーク７
を介してこのエラー応答を受信すると、エラー表示を表示部１２に行わせる（ステップ３
２０）。このとき表示部１２が行うエラー表示内容は、例えば、「間違って充電器に電話
をかけました」等のメッセージであってもよい。このように、ステップ３０５の判定によ
り、間違って充電器４に電話をかけた人の携帯電話機に対する誤課金を防ぐことが可能と
なる。また、ステップ３２０のエラー表示により、間違って充電器４に電話を行ったユー
ザは、間違い電話をしたことを知ることができる。
【００７１】
　一方本事例では、充電器制御装置３の制御部３４は、ステップ３０５で一致すると判定
する。そして制御部３４は、一致すると判定した場合は、広域通信ネットワーク７（具体
的はＩＰ電話網）を介して一致応答（すなわち、正常の応答）をサービス提供サーバ６に
送信する（ステップ３２５）。
【００７２】
　更に制御部３４は、この一致応答（すなわち、正常の応答）を返すタイミングで、電話
番号メモリ３３に格納されたユーザの電話番号を消去する（ステップ３２８）。これによ
り、充電器４内から当該電話番号の情報は消失する。このようにするのは、呼が確立して
充電を開始すれば、携帯電話機１の電話番号は最早不要となるからである。それと共に、
ユーザが誤って携帯電話機１を用いて充電器４に再度電話してしまった場合に再課金され
てしまうことがなくなるからである。
【００７３】
　なお制御部３４は、上述のステップ３０５で両者が一致しないと判定した場合は、ステ
ップ３２５、３２８に進まずにステップ３１０に進むことにより、電話番号メモリ３３に
記憶されたユーザの電話番号を消去せず保持する。このようにすれば、後に正しいユーザ
の携帯電話機１から呼接続要求が送信されて充電制御装置３に転送された場合に、スステ
ップ３０５で一致すると判定してテップ３２５のように一致応答を送信し、その後、ステ
ップ３２８のように電話番号メモリ３３に記憶されたユーザの電話番号を消去することが
できる。
【００７４】
　また、ユーザが二次元コードを読み取り部３２にかざして充電ガン４２のロックが解除
された後、何らかの事情でユーザが充電を中止するような場合に備え、制御部３４は、充
電ガンのロックが解除されてからタイマーを起動して一定時間後（所定時間後）に電話番
号メモリ３３に記憶したユーザの電話番号を消去するようにする。
【００７５】
　または、制御部３４は、一旦充電器４aのホルダ４３から取り外された充電ガン４２が
ホルダに戻されたことを何らかの手段で（例えば専用のセンサで）センシングして初期状
態に戻すようにしてもよい。すなわち、このタイミングで電話番号メモリ３３に記憶され
たユーザの電話番号を消去し、充電ガンをロックしてもよい。
【００７６】
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　サービス提供サーバ６の制御部６３は、広域通信ネットワーク７（具体的にはＩＰ電話
網）を介してこの一致応答を受信すると、携帯電話機１に転送する（ステップ３３０）。
【００７７】
　携帯電話機１の制御部１５は、広域通信ネットワーク７を介してこの一致応答を受信す
ると、広域通信ネットワーク７（具体的にはＩＰ電話網）を介して確認応答をサービス提
供サーバ６に送信する（ステップ３３５）。サービス提供サーバ６の制御部６３は、この
確認応答を広域通信ネットワーク７を介して受信すると、充電器制御装置３に転送（ステ
ップ３４０）する。
【００７８】
　充電器制御装置３の制御部３４は、サービス提供サーバ６から送信された確認応答を広
域通信ネットワーク７を介して受信すると、呼が確立したと判定する（ステップ３５０）
。そして、呼が確立したと判定したことに基づいて、充電部４ａから充電ケーブル４１を
介して車両８への充電を開始させる（３５５）。
【００７９】
　その後、ユーザが充電を終了するために、呼を切断する操作を携帯電話機１の操作部１
４に対して行うと、制御部１５が広域通信ネットワーク７（具体的にはＩＰ電話網）を介
して切断信号を送信し、この切断信号がサービス提供サーバ６を介して充電制御装置３に
送信される。そして、充電制御装置３の制御部３４は、この切断信号を受信すると、充電
部４ａから車両８への充電を終了する。
【００８０】
　一方、制御部６３は、ステップ３４０で確認応答を転送した後、上述のように切断信号
を受信すると、上記呼接続要求（図３のステップ２５５参照）に含まれる送信元電話番号
に対して所定の課金処理を行う（ステップ３４５）。具体的には、制御部６３は、呼が確
立している時間（携帯電話機１と充電器４との通話時間）を充電時間として、予め決めら
れた料金体系に基づき、当該充電時間に対応する料金を算出する。そして、呼接続要求に
含まれている送信元電話番号（本事例では携帯電話機１の電話番号）のユーザに課金する
ため、課金情報メモリ６２中に、当該送信元電話番号に関連付けて、算出した料金を記録
する処理を行う。本事例では、この送信元電話番号は携帯電話機１なので、携帯電話機１
のユーザ、すなわち、車両８のユーザに適正に課金されることになる。
【００８１】
　このように、充電器４は、電話とは別の所定の伝達方法、すなわち、携帯電話機１の電
話番号がエンコードされた二次元コードを携帯電話機１が表示し、表示された二次元コー
ドを充電器４が読み取ってデコードする方法で第１の電話番号を取得する。そして、取得
した第１の電話番号と、呼接続要求に含まれる第２の電話番号が一致したことに基づいて
充電を許可し（ステップ３５５）、一致しないことに基づいて充電を禁止する（ステップ
３０５→３１０）。
【００８２】
　このようになっていることで、仮に、ユーザが充電を開始しようとするタイミングで、
他者が間違ってこの充電器に電話をかけた場合でも、当該ユーザが上記所定の伝達方法で
自分の携帯電話機の電話番号（第１の電話番号）を充電器に伝達していれば、充電が禁止
される。なぜなら、充電器が受信した呼接続要求に含まれる第２の電話番号（他者が使用
した電話機の電話番号）と第１の電話番号とが一致しないからである。したがって、充電
に対する課金対象が適正に選ばれない可能性が低減される。
【００８３】
　なお、上記実施形態において、充電器４の制御部３４が、ステップ２２０を実行するこ
とで取得手段の一例として機能し、ステップ２２５を実行することで電話番号判定手段の
一例として機能し、ステップ２４０を実行することでロック解除手段の一例として機能し
、ステップ２４５を実行することで記録手段の一例として機能し、ステップ２９０、３０
５を実行することで照合判定手段の一例として機能し、ステップ３１０を実行することで
エラー通知手段の一例として機能し、ステップ３２５、３５０、３５５を実行することで
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充電制御手段の一例として機能し、ステップ３２８を実行することで消去手段の一例とし
て機能する。
【００８４】
　以上説明したように、電話番号を二次元コード化して充電器に入力する（読取）という
ユーザのひとつの操作によって、充電時のユーザの無駄を省くと同時に、充電に対する課
金対象を間違える可能性をなくすことが出来るという優れた効果を発揮できる。
【００８５】
　（他の実施形態）
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載し
た範囲内において適宜変更が可能である。また、また、上記実施形態において、実施形態
を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると
考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。また、上
記実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されて
いる場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される
場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。また、上記実施形態において、
構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定
の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されるもの
ではない。また、本発明は、上記実施形態に対する以下のような変形例も許容される。な
お、以下の変形例は、それぞれ独立に、上記実施形態に適用および不適用を選択できる。
すなわち、以下の変形例のうち任意の組み合わせを、上記実施形態に適用することができ
る。
【００８６】
　（変形例１）
　上記実施形態では、電話とは別の所定の伝達方法として、携帯電話機１の電話番号がエ
ンコードされた二次元コードを携帯電話機１が表示し、表示された二次元コードを充電器
４が読み取ってデコードする方法が例示されている。
【００８７】
　しかし、電話とは別の所定の伝達方法としては、上記のような方法のみならず、ユーザ
が直に充電器制御装置３の操作部に備えられたテンキーを操作して入力する方法でもよい
。あるいは、ＮＦＣ、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、ＩＥＥＥ　８０２．１５．１（Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標））等の周知の近距離通信によって携帯電話機１から充電器制御
装置３に携帯電話機１の電話番号の数字列を送信する方法でもよい。これらの方法は、二
次元コードを用いる方法も含めて、電話に比べて伝達可能距離が短いが、本発明の目的に
鑑みれば問題なく、いたずら防止の観点から言えばむしろ望ましい。
【００８８】
　（変形例２）
　上記実施形態では、充電管理システム１００に属する充電器として１台の充電器４のみ
が例示されているが、充電管理システム１００内に充電器４が複数個設置されていてもよ
い。その場合、個々の充電器が上記実施形態の充電器４と同等の作動を行う。
【００８９】
　（変形例３）
　上記実施形態では、ユーザは、表示部１２に表示された二次元コードを読取部３２にか
ざした後に電話をかけ、その後呼が確立する前に充電ガン４２を取り外している。しかし
、ユーザは、電話をかけて、その後、呼が確立する前に、表示部１２に表示された二次元
コードを読取部３２にかざし、その後充電ガン４２を取り外してもよい。このようにして
も、時間の無駄を低減するという効果は達成される。
【００９０】
　（変形例４）
　上記実施形態では、読取部３２で読み取られた二次元コードからデコードされた文字列
が、確かに携帯電話機特有の電話番号の体系を持った数字列である場合、認証ＯＫとして
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充電器の充電ガン４２のロックが解除されるようになっている。しかし、セキュリティー
性を更に高めるため、下記の様な認証手段を取ってもよい。
【００９１】
　（１）まず、第１例として、携帯電話機１の電話番号を特定のパスワードを取得できる
リーダしかデコードできないよう、二次元コードを作成してもよい。この場合、二次元コ
ードサーバ２の制御部２２は、ステップ１６０で、当該パスワードを用いて携帯電話機１
の電話番号を暗号化し、当該暗号化した電話番号をエンコードして二次元コード（例えば
ＳＱＲＣ（登録商標））を作成する。またこの場合、充電制御装置３の制御部３４は、読
取部３２が読み取った二次元コードをデコードし、デコードした文字列に対して当該パス
ワードを用いて復号することで、携帯電話機１の電話番号を取得する。この場合、制御部
３４は、広域通信ネットワーク７を介して二次元コードサーバ２から上記パスワードを受
信してメモリ（例えばフラッシュメモリ）に記録するようになっていてもよい。
【００９２】
　（２）次に、第２例として、充電制御装置３の制御部３４は、二次元コードをデコード
して読み取った電話番号（第１の電話番号）を含む電話番号登録確認を、広域通信ネット
ワーク７を介して電話番号管理サーバ５に送信するようになっていてもよい。この場合、
電話番号管理サーバ５の制御部５３は、広域通信ネットワーク７を介してこの登録確認を
受信すると、受信した登録確認に含まれる電話番号が電話番号管理ＤＢ５２に登録されて
いるかを確認する。そして制御部５３は、この確認の結果としての登録有無を、広域通信
ネットワーク７を介して充電制御装置３（登録確認の送信元）に送信する。そして、充電
制御装置３の制御部３４は、広域通信ネットワーク７を介してこの登録有無を受信すると
、受信した登録有無の内容に従って、第１の電話番号が電話番号管理サーバ５の電話番号
管理ＤＢ５２に登録されているか否かを判定する。そして、登録されていると判定した場
合に限り、ステップ２４０に進み、登録されていないと判定した場合は、ステップ２３０
に進む。
（３）次に、第３例として、二次元コードサーバ２の制御部２２は、携帯電話機１から受
信した電話番号に識別コードを追加し、電話番号と識別コードの組を１つの二次元コード
にエンコードするようになっていてもよい。この場合、制御部２２は、広域通信ネットワ
ーク７を介して、当該識別コードを充電制御装置３に送信する。この識別コードは、ラン
ダムに生成するコードであってもよいし、変動しない固定のコードであってもよい。
【００９３】
　また、充電制御装置３の制御部３４は、読取部３２が読み取った二次元コードをデコー
ドして読み取った電話番号と識別コードに基づいて、当該電話番号が携帯電話機に特有の
電話番号の体系を持った数字列であり、かつ、当該識別コードが二次元コードサーバ２か
ら受信した識別コードと同じであるか否かを判定する。そして、同じであると判定した場
合に限り、ステップ２４０に進み、同じでないと判定した場合は、ステップ２３０に進む
。
【００９４】
　上記（１）～（３）の例のうちどれを選ぶかは、利用環境や設置事業者の方針に応じて
決まる。上記実施形態に記載したような、充電制御装置３に電話番号を読み取らせる方法
は、個人を特定できる方法である。したがって、このような方法は、充電ガン４２のロッ
ク解除のセキュリティーとしては十分であるとも考えられる。改竄によるいたずらなどの
対策としては、防犯カメラ設置など他の手段で対応することも有効である。
【００９５】
　（変形例５）
　上記実施形態では、携帯電話機１の電話番号がエンコードされた二次元コードは、表示
部１２に表示されるようになっている。しかし、必ずしもこのようになっておらずともよ
い。例えば、携帯電話機１の電話番号がエンコードされた二次元コードは、あらかじめシ
ール、紙、またはカード等の印字可能な媒体に印字されてユーザに提供されており、ユー
ザは、その媒体に印字された二次元コードを読取部３２にかざすようになっていてもよい
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。例えば、シールを用いる場合、携帯電話機１の筐体に貼り付け、これを読取部３２にか
ざして読み取らせればよい。このような方法は、 携帯電話機１に対して複雑な操作をし
たくないユーザ（例えば高齢者ユーザ）にとっては利便性が増す。
【００９６】
　（変形例６）
　上記実施形態では、サービス提供サーバ６が課金処理を行っているが、サービス提供サ
ーバ６以外の図示しない課金サーバ（電話事業者以外の信販会社、電力会社等が運営する
サーバ）が課金処理を行ってもよい。この場合、充電制御装置３の制御部３４は、ステッ
プ３０５で両者の電話番号が一致すると判定した場合、広域通信ネットワーク７を介して
当該課金サーバに当該電話番号を通知し、当該課金サーバは、ステップ３４５と同様、受
信した電話番号に対する課金処理を行うようになっていてもよい。この課金処理は、当該
電話番号に対応する決済口座から料金を引き落とす処理になる。この場合、ユーザは予め
課金サーバに電話番号と決済口座の対応情報を登録しておく必要がある。
【符号の説明】
【００９７】
１　　　　　　　　携帯電話機
２　　　　　　　　二次元コードサーバ
４　　　　　　　　充電器
６　　　　　　　　サービス提供サーバ
３２　　　　　　　読取部
３３　　　　　　　電話番号メモリ
１００　　　　　　充電管理システム

【図１】 【図２】
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